
公立大学法人長岡造形大学第３期中期目標（案） 

 

前文 

急速な人口減少や少子化、若者の都市部への流出に加え、2050年には、大学進学者数は現

在の７割となることが予測されるなか、地方大学は非常に厳しい局面に立たされている。 

また、社会経済のグローバル化や多様化、ＡＩをはじめとする専門人材への需要の高まり

など、社会・産業の大転換が起きており、特に地方大学においては、存続のための意欲的な

教育・経営改革が喫緊の課題である。 

一方、長岡市は、市内４大学１高専と産業界とで進める「ＮａＤｅＣ構想」を、長岡造形

大学が牽引し、その知見や人材を活かした本市のイノベーション政策の中核を担うことを期

待しており、令和８年度を始期とする長岡市総合計画においても柱のひとつと考えている。 

そこで、時代が求めるデザイン教育により価値を高め、学生から選ばれる大学であり続

け、将来にわたり安定的な大学経営を継続し、本市の地方創生や産業振興などにおける新た

な価値創造の拠点となる大学として成長していくために、次のとおり中期目標を定める。 

 

中期目標の期間及び教育研究上の基本組織 

（中期目標の期間） 

  令和８年４月１日から令和14年３月31日までとする。 

 

（教育研究上の基本組織） 

  この中期目標を達成するため、次のとおり教育研究上の基本組織を置く。 

学部 造形学部 

大学院研究科 造形研究科 

研究機関 地域協創センター 

 

第１ 教育研究、社会連携に関する目標 

 １ 教育及び研究に関する目標 

 「造形・表現」、「問題発見・解決プロセス」としてのデザイン力を基盤に地域社会の持

続的発展に資する新しい価値を創造し、広く世界で活躍することができる人材を養成する。 

 特に、生成ＡＩの進化をはじめ著しく変化し多様化する社会状況を踏まえ、様々な問題の

解決を目指す教育の取組を展開し、併せて、デザインの質向上と可能性の拡大を幅広く探求

するとともに、時代や社会の要請に応える実用的かつ実践的な研究に取り組む。 

 変化する社会ニーズに応じた教育研究活動の実現に向け、外部の意見も取り入れながら、

適正な教育体制のあり方についてさらなる検討を進める。 

 

 ２ 社会連携に関する目標 

 地域社会を牽引し、国内外の様々な課題の解決や新たな価値の創造を目指す、デザインの

役割を生かした研究や地域・産業界を活性化する取組などの教育研究活動を推進する。 

併せて、学生へのキャリア形成支援において卒業後の長岡への定住を促すことで、地域社

会の発展及び産業振興の中核的役割を果たす。 

 市民には、生涯にわたる学習機会を提供し、地域の文化活動の振興に貢献する。 



 

 ３ 学生の支援に関する目標 

 多様性、包摂性を尊重し、学生が安心して能力を発揮できるよう、様々なニーズや個人の

実情を把握して適切に対応するとともに、意欲に応じて活動の幅を広げられるような環境の

整備や支援の充実を図る。 

 また、将来の社会や産業を支える一員であることの自覚を持ち、変化する時代に適応して

いくための能力を身に着けるとともに、社会人、職業人としての素養を獲得して円滑に職業

生活に移行できるよう、組織的な支援を行う。 

 

 ４ 高大接続に関する目標 

 高等学校等と連携し、受験生に対して長岡造形大学の魅力を発信するとともに、入学後の

様々な修学支援に関する情報や専門的な学術研究に触れる機会等を提供する。 

特に、長岡市をはじめ、長岡地域定住自立圏在住及び同圏内高校出身の入学者増に向けた

取組を推進する。 

 

第２ 業務運営に関する目標 

 １ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 長岡市が現在策定を進めている新たな行財政運営プラン（令和８年度～12年度）におい

て、「時代の変化に適応した持続可能な行政運営」及び「市政運営の基盤となる健全財政の

確保」に取り組むなか、長岡造形大学も公立大学法人制度の特性を生かした自律的、弾力

的、効率的な大学運営を行う。 

 さらに、事務職員の能力向上を図るとともに、事務の効率化及び合理化に取り組む。 

 

 ２ 財務内容の改善に関する目標 

 将来を見据えた経営的視点を持ち、市内、県内のみならず全国、世界の多様な人材から選

ばれる大学となり、学生納付金の見直しや外部資金による研究費獲得をはじめとした自主財

源の多様化の推進や安定的な確保により、内部留保資金等に依存せず、単年度収支の均衡を

保ち、持続可能な大学運営に向けこれまで以上に努力する。 

 

 ３ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標 

 教育研究及び業務運営の改善に資するため、自己点検・評価を定期的に実施するととも

に、第三者機関による外部評価を受け、結果を公表する。 

 また、広く大学への理解と支持を得るため、教育研究活動、社会連携活動等の成果を発信

する。 

 

 ４ その他業務運営に関する目標 

    公立大学法人の社会的責任として、法令遵守の徹底や環境配慮の実践等に取り組む。 

また、教育研究環境及び業務環境における安全衛生の向上に努めるとともに、様々なリス

クを想定して危機管理に取り組む。 


